
環境整備作業の作業手順
・ゴミ選別を行う場合 改定日　2021.4.14

・作業手順書による作業内容の打ち合わせ（ＫＹ活動） ・作業中に不審物を見つけた時の確認

・作業人員の確認

・保護具の確認 ・保護メガネ、マスク、ゴム手袋、前掛けの着用

・作業方法の確認

・ゴミ選別

可燃ごみ、廃プラ、缶、その他（左記述に該当しないもの)で分ける

・不審物を発見した際は報告を必ず行う

・選別が完了したら次の袋を分別台にあけて同じ手順で選別を行う

・終礼の実施 ・使用器具の片づけ

注意事項 安全器具・保護具確認

・保護具の確認と着用 保護メガネ・ゴム手袋・マスク・前掛け
・夏季は熱中症対策の実施 熱中症グッズ(夏季のみ）
・危険物に注意する（注射器、薬品等）
・1人作業の禁止

着用して作業を行う

・選別中に注射器や薬品類を見つけたときはロード東海清掃員

に速やかに相談もしくは報告をして対応してもらう

作業終了・片付け

内　　　　　　　　　　　　　　容 留　　　意　　　事　　　項

　　　準備工

　　作業開始
・ゴミ選別時はゴミ液体が

に保護メガネ、マスク、ゴム手袋、前掛けを
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